
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県教育委員会 

教育研修課 

初任者用 

令和８年度 初任者研修の手引 

小・中・義務教育学校   



初任者研修を始める皆さんへ 

 

初任者研修は、教育公務員特例法に基づいて行われる法定研修であり、実践的指導力と使

命感を養うとともに、幅広い知見を身に付けることを目的として実施する大変重要な研修

です。初任者研修の内容については、皆さんの勤務校で行われる校内研修と、県総合教育セ

ンター等で行われる校外研修とに分けられ、それぞれ日数や時間数が定められています。ま

た、これらの研修を進めるに当たっては、校内研修であれば勤務校の管理職や指導教員、校

外研修であれば教育委員会事務局の指導主事等が中心となって皆さんをサポートし、指導・

助言等を行っていきます。 

 

初任者研修の受講に先立ち、「岐阜県が求める教師像」を改めて掲げます。 

岐阜県が求める教師像 

児童生徒を一人の人間として尊重し、あたたかいまなざしで寄り添う教師 

〇誰一人悲しい思いをさせない、愛情と使命感あふれる教師 

〇指導方法を工夫し、児童生徒に確かな学力をつける教師 

〇幅広い教養と高い専門性をもち、常に学び続ける教師 

 皆さんが日々接する児童生徒一人一人は、言うまでもなく、固有の人格を持つかけがえの

ない存在です。人の成長に深く関わる職にある者として、私たちはまず、冒頭に掲げられて

いるとおり「児童生徒を一人の人間として尊重」するという姿勢を常に持ち続けなくてはな

りません。その上で、児童生徒が学びを充実させ確かな成長を遂げられるよう、「求める教

師像」に即して私たち自身の資質向上を図る必要があります。 

岐阜県では、私たち自身の資質向上を図る手掛かりとして「岐阜県『教員のキャリアステ

ージ』における資質の向上に関する指標」を校種・職別に定めています。この指標の「スタ

ートライン」の各項目には、今の皆さんに期待されている「姿」が示されています。この指

標を用いて今の自分に求められている「姿」と、これから目指していくべき「姿」を確認し

ながら主体的に学び、常に振り返りながら、自己の成長を確認していってほしいと思います。 

最後に、今後、分からないことや上手くいかないこと、対応に苦慮することなどが出てく

るかと思います。そのような時には、一人で抱え込まずに周りに相談したり、助けを求めた

りしてください。皆さんの周囲には、同期採用者、勤務校の同僚や管理職、あるいは教育委

員会の指導主事等、皆さんの力になってくれる人がいます。困った時に周囲に助けを求める

ことができるのも必要な力です。 

皆さんの活躍を心から期待しています。 

 

令和８年４月 

岐阜県教育委員会 

教育研修課長 



【基礎形成期】 【資質向上期】 【資質充実期】 【資質貢献期】

岐阜県「教員のキャリアステージ」における資質の向上に関する指標
【小学校】

・自分の得意な内容、
領域を見付けられる。

・自分の知恵や経験が他の人
に有用であることに気付く。

・異なる見方や価値観を受け
入れ、面白いと感じる。

・若手や同僚に共感する。
・自分の知恵や経験を活かす場がある。

・自分が得意な内容、領
域を磨いている。

・他の人がもっているも
ののよさに気付き、取
り入れてみる。

教員が成長し続けるために大切な姿

〜目指す人間像〜
「ふるさと岐阜」で育んだ自信と

誇りを胸に、よりよい未来の実現に
挑み続ける人

〜岐阜県が求める教師像〜
児童生徒を一人の人間として尊重し、あたたかいまなざしで寄り添う教師
◎ 誰一人悲しい思いをさせない、愛情と使命感あふれる教師（高い倫理観・使命感）
◎ 指導方法を工夫し、児童生徒に確かな学力をつける教師（確かな専門性）
◎ 幅広い教養と高い専門性をもち、常に学び続ける教師（学び続ける向上心）

多様な経験が教員生活を豊かにするという視点から、例えば特別支援学級や日本語指導教室等での指導を経験することが考えられる。

スタートライン

【基礎形成期】 【資質向上期】 【資質充実期】 【資質貢献期】

意欲的に授業実践や学級経営
に取り組み、教職の基礎を固め
る。

学校の中核として実践を積み上げ、
専門性を高め、推進力を発揮する。 

活力ある学校運営を企画・調整・
実践し、リーダーシップを発揮する。 

学校管理や他の教員等への指導を
行い、広い視野で組織的な運営を行う。    

学
習
指
導

授業
構想

小学校に関する
学習指導要領、評
価規準・評価方法
等を理解し、それ
らを踏まえた指導
計画を作成するこ
とができる。

学習指導要領の目標や内容、
評価の観点等を踏まえ、ねら
いを明確にした指導計画を作
成することができる。

小・中学校９年間の系統性、児
童の発達の段階を踏まえて指導計
画を作成することができる。

学校の課題、学習指導要領の
改訂等を踏まえた指導計画を作
成し、他の教員等に広めていく
ことができる。

学校の課題、学習指導要領の改
訂等を踏まえた指導計画が作成さ
れ、全校体制で取り組めるよう働
きかけることができる。

授業
実践

免許教科を主軸とした得意
分野をもち、ねらいを明確に
した授業となるよう指導・援
助を行うことができる。

各教科の特性を理解し、児童一
人一人に確実に基礎・基本が身に
付くよう指導・援助を行うことが
できる。

授業モデルを示すなど、授業
実践のリーダーとして指導方法
を積極的に他の教員等に広めて
いくことができる。

学校の課題を踏まえ、学力向上
に向けた実践を他の教員等に伝え
たり、適切に助言を行ったりする
ことができる。

評価計画に沿って児童一人
一人の学習状況を把握し、次
時や次単元の指導を改善する
ことができる。

適切な授業評価を行い、継続的
な授業改善を行うとともに、教科
の特性に応じた指導力の向上に努
めることができる。

学校の授業力向上に向けた取
組の課題を明らかにし、指導計
画等の改善を行うことができる。

他の教員等に対して、授業にお
ける評価を生かした指導改善につ
いて、適切に助言を行うことがで
きる。

評価
改善

生
徒
指
導

児童
理解 児童と共に活動

する楽しさや喜び
を経験し、児童理
解の重要性につい
て理解している。

教育相談、生徒
指導、キャリア教
育等に関する基本
的な事項や指導方
法等について理解
している。

進んで声をかけ、共に活動
をする中で、児童一人一人の
よさや課題を客観的かつ共感
的に把握することができる。

児童の行動とその背景にある思
いを把握し、共感的に理解した上
で、個に応じた指導を行うことが
できる。

様々な情報に基づいて児童一
人一人を多面的・多角的に捉え、
個性を生かす指導を行うことが
できる。

継続的に児童の行動を見届け、
価値付ける指導を行ったり、児童
の捉え方について助言を行ったり
することができる。

生徒
指導

問題行動等を早期に発見し、
学年職員等に相談して迅速に
対応することができる。

関係職員と共に児童の状況を共
有し、適切な指導方法を判断して
対応することができる。

関係職員や保護者等と協力し
て、児童の状況を共有し、組織
を生かして指導方法を判断し迅
速に対応することができる。

児童に対する指導を組織的・計
画的に実践できるように体制を整
えるとともに、問題の未然防止の
取組を実践することができる。

キャリア
教育

発達の段階に応じた基本的
な生活習慣の指導を行うこと
ができる。

学年の発達の段階に応じた役割
をもたせる等、自己有用感をもた
せる指導を行うことができる。

学校のキャリア発達課題を明
確にし、その方策を提案し、学
校の基点となって実践すること
ができる。

学校のキャリア発達課題に対す
る方策を明確にもち、モデルとな
る実践を行うとともに、指導内容
の改善に向けて助言を行うことが
できる。

経
営
・
分
掌

学年・
   学校

 経営
教員の職務内容

や学校組織等につ
いて理解している。

危機管理の重要
性や組織マネジメ
ントに関する基本
的な事項等につい
て理解している。

担当する校務の役割を理解
し、責任をもって行うことが
できる。

学校全体を見渡し、課題を改善
しながら校務を行うことができる。

校務全般に関して理解を深め、
組織を生かしながら校務を推進
することができる。

学校の教育目標具現に向けて、
校内組織間の連絡・調整を行うこ
とができる。

連携
・

協働

他の教員等のよさに学び、
相談・協力することができる
とともに、保護者との連絡を
密にし、望ましい関係を築く
ことができる。

組織の一員として、他の教員等
と協働したり分担したりしながら、
協力して取り組むことができる。

他の教員等の取組状況を把握
し、連絡・調整をし、それぞれ
の専門性を生かしながら組織的
に諸課題に対応することができ
る。

広い視野をもち、関係機関や保
護者・地域等と連携し、学校にお
ける働き方改革に資するよう効果
的に諸課題に対応することができ
る。

危機
管理

児童の安全や個人情報の重
要性を理解し、「報告・連
絡・相談」を大切にして適切
に行動することができる。

事故等の発生時や未然防止につ
いて、場面に応じて迅速に行動す
ることができる。

関係機関や保護者・地域等と
連携し、事故等の未然防止や発
生時における迅速な対応を行う
ことができる。

学校を取り巻く環境について家
庭・地域・関係機関との協力体制
を整えるとともに、適切に対応す
ることができる。

特別な配慮や
 支援を必要と
 する児童への
 対応

特別な配慮や支
援を必要とする児
童について、合理
的配慮の提供や組
織的な対応の必要
性を理解している。

個別の教育支援計画や個別
の指導計画等を基に、一人一
人の障がいの特性や教育的
ニーズ等を把握し、ユニバー
サルデザインの授業づくりに
生かすことができる。

個別の教育支援計画や個別の指
導計画等を定期的に見直しながら、
一人一人の個性を生かした学びの
実現のために工夫改善を行うこと
ができる。

全校的な支援の充実に向け、
個別の教育支援計画や個別の指
導計画等の活用を推進し、組織
的・継続的な支援のために主体
的に働きかけることができる。

幼児児童生徒への一貫した教育
支援を目指し、特別支援教育コー
ディネーターとともに保護者や地
域、関係機関と連携した支援体制
の構築を推進することができる。

ICTや情報 ・
 教育データの 
利活用

ICTを活用した
学習指導や校務の
推進及び児童に情
報モラルを含めた
情報活用能力を育
成することについ
ての意義や効果を
理解している。

授業や校務等にICTを活用で
き、児童の情報モラルを含め
た情報活用能力を育成するた
めの授業実践等を行うことが
できる。

ICTを効果的に活用した授業実
践等を行い、校務の効率化及び児
童の学習や生活の改善を図るため、
教育データを適切に活用すること
ができる。

自らのICT活用指導力を高め、
これまでの経験を踏まえた活用
方法を提案したり、実践したり
することができる。

学校のICTや情報・教育データの
活用を俯瞰的に捉え、組織的な課
題を明確にし、解決に向けて働き
かけることができる。



【基礎形成期】 【資質向上期】 【資質充実期】 【資質貢献期】

岐阜県「教員のキャリアステージ」における資質の向上に関する指標
【中学校】

・自分の得意な内容、
領域を見付けられる。

・自分の知恵や経験が他の人
に有用であることに気付く。

・異なる見方や価値観を受け
入れ、面白いと感じる。

・若手や同僚に共感する。
・自分の知恵や経験を活かす場がある。

・自分が得意な内容、領
域を磨いている。

・他の人がもっているも
ののよさに気付き、取
り入れてみる。

教員が成長し続けるために大切な姿

〜目指す人間像〜
「ふるさと岐阜」で育んだ自信と

誇りを胸に、よりよい未来の実現に
挑み続ける人

〜岐阜県が求める教師像〜
児童生徒を一人の人間として尊重し、あたたかいまなざしで寄り添う教師
◎ 誰一人悲しい思いをさせない、愛情と使命感あふれる教師（高い倫理観・使命感）
◎ 指導方法を工夫し、児童生徒に確かな学力をつける教師（確かな専門性）
◎ 幅広い教養と高い専門性をもち、常に学び続ける教師（学び続ける向上心）

多様な経験が教員生活を豊かにするという視点から、例えば特別支援学級や日本語指導教室等での指導を経験することが考えられる。

スタートライン

【基礎形成期】 【資質向上期】 【資質充実期】 【資質貢献期】

意欲的に授業実践や学級経営
に取り組み、教職の基礎を固める。

学校の中核として実践を積み上げ、
専門性を高め、推進力を発揮する。  

活力ある学校運営を企画・調整・
実践し、リーダーシップを発揮する。 

学校管理や他の教員等への指導を
行い、広い視野で組織的な運営を行う。    

学
習
指
導

授業
構想

中学校に関する
学習指導要領、評
価規準・評価方法
等を理解し、それ
らを踏まえた指導
計画を作成するこ
とができる。

学習指導要領の目標や内容、
評価の観点等を踏まえ、ねらい
を明確にした指導計画を作成す
ることができる。

小・中学校９年間の系統性、生
徒の実態を踏まえて指導計画を作
成することができる。

学校の課題、学習指導要領の
改訂等を踏まえた指導計画を作
成し、他の教員等に広めていく
ことができる。 

学校の課題、学習指導要領の改
訂等を踏まえた指導計画が作成さ
れ、全校体制で取り組めるよう働
きかけることができる。

授業
実践

教科の指導内容を適切に理解
し、ねらいを明確にした授業と
なるよう指導・援助を行うこと
ができる。

教科の専門性を踏まえて、生徒
一人一人に確実に基礎・基本が身
に付くよう指導・援助を行うこと
ができる。

授業モデルを示すなど、授業
実践のリーダーとして指導方法
を積極的に他の教員等に広めて
いくことができる。

学校の課題を踏まえ、学力向上
に向けた実践を他の教員等に伝え
たり、適切に助言を行ったりする
ことができる。

評価
改善

評価計画に沿って生徒一人一
人の学習状況を把握し、次時や
次単元の指導を改善することが
できる。

適切な授業評価を行い、継続的
な授業改善を行うとともに、自己
の専門性向上に努めることができ
る。

学校の授業力向上に向けた取
組の課題を明らかにし、指導計
画等の改善を行うことができる。

他の教員等に対して、授業にお
ける評価を生かした指導改善につ
いて、適切に助言を行うことがで
きる。

生
徒
指
導

生徒
理解 生徒と共に活動

する楽しさや喜び
を経験し、生徒理
解の重要性につい
て理解している。

教育相談、生徒
指導、キャリア教
育等に関する基本
的な事項や指導方
法等について理解
している。

進んで声をかけ、共に活動を
する中で、生徒一人一人のよさ
や課題を客観的かつ共感的に把
握することができる。

生徒の行動とその背景にある思
いを把握し、共感的に理解した上
で、個に応じた指導を行うことが
できる。

様々な情報に基づいて生徒一
人一人を多面的・多角的に捉え、
個性を生かす指導を行うことが
できる。

継続的に生徒の行動を見届け、
価値付ける指導を行ったり、生徒
の捉え方について助言を行ったり
することができる。

生徒
指導

問題行動等を早期に発見し、
学年職員等に相談して迅速に対
応することができる。

関係職員と共に生徒の状況を共
有し、適切な指導方法を判断して
対応することができる。

関係職員や保護者等と協力し
て、生徒の状況を共有し、組織
を生かして指導方法を判断し迅
速に対応することができる。

生徒に対する指導を組織的・計
画的に実践できるように体制を整
えるとともに、問題の未然防止の
取組を実践することができる。

キャリア
教育

生徒一人一人が目標をもち、
計画的に取り組むことができる
よう指導を行うことができる。

生徒が見通しをもったり振り
返ったりして学ぶよう指導を行う
など、教育課程全体を通じてキャ
リア教育を推進することができる。

社会や職業との関連をより意
識して生き方を考えられるよう
に、地域との連携を図りながら
指導することができる。

キャリア教育の視点を踏まえた
生き方指導のモデルを実践したり、
他の教員等が適切に指導できるよ
う、助言を行ったりすることがで
きる。

経
営
・
分
掌

 学年・
 学校
 経営

教員の職務内容
や学校組織等につ
いて理解している。

危機管理の重要
性や組織マネジメ
ントに関する基本
的な事項等につい
て理解している。

担当する校務の役割を理解し、
責任をもって行うことができる。

学校全体を見渡し、課題を改善
しながら校務を行うことができる。

校務全般に関して理解を深め、
組織を生かしながら校務を推進
することができる。

学校の教育目標具現に向けて、
校内組織間の連絡・調整を行うこ
とができる。

連携
・

協働

他の教員等のよさに学び、相
談・協力することができるとと
もに、保護者との連絡を密にし、
望ましい関係を築くことができ
る。

組織の一員として、他の教員等
と協働したり分担したりしながら、
協力して取り組むことができる。

他の教員等の取組状況を把握
し、連絡・調整をし、それぞれ
の専門性を生かしながら組織的
に諸課題に対応することができ
る。

広い視野をもち、関係機関や保
護者・地域等と連携し、学校にお
ける働き方改革に資するよう効果
的に諸課題に対応をすることがで
きる。

危機
管理

生徒の安全や個人情報の重要
性を理解し、「報告・連絡・相
談」を大切にして適切に行動す
ることができる。

事故等の発生時や未然防止につ
いて、場面に応じて迅速に行動す
ることができる。

関係機関や保護者・地域等と
連携し、事故等の未然防止や発
生時における迅速な対応を行う
ことができる。

学校を取り巻く環境について家
庭・地域・関係機関との協力体制
を整えるとともに、適切に対応す
ることができる。

特別な配慮や
 支援を必要と
 する生徒への
 対応

特別な配慮や支
援を必要とする生
徒について、合理
的配慮の提供や組
織的な対応の必要
性を理解している。

個別の教育支援計画や個別の
指導計画等を基に、一人一人の
障がいの特性や教育的ニーズ等
を把握し、ユニバーサルデザイ
ンの授業づくりに生かすことが
できる。

個別の教育支援計画や個別の指
導計画等を定期的に見直しながら、
一人一人の個性を生かした学びの
実現のために工夫改善を行うこと
ができる。

全校的な支援の充実に向け、
個別の教育支援計画や個別の指
導計画等の活用を推進し、組織
的・継続的な支援のために主体
的に働きかけることができる。

幼児児童生徒への一貫した教育
支援を目指し、特別支援教育コー
ディネーターとともに保護者や地
域、関係機関と連携した支援体制
の構築を推進することができる。

ICTや情報 ・
 教育データの 
利活用

ICTを活用した
学習指導や校務の
推進及び生徒に情
報モラルを含めた
情報活用能力を育
成することについ
ての意義や効果を
理解している。

授業や校務等にICTを活用で
き、生徒の情報モラルを含めた
情報活用能力を育成するための
授業実践等を行うことができる。

ICTを効果的に活用した授業実
践等を行い、校務の効率化及び生
徒の学習や生活の改善を図るため、
教育データを適切に活用すること
ができる。

自らのICT活用指導力を高め、
これまでの経験を踏まえた活用
方法を提案したり、実践したり
することができる。

学校のICTや情報・教育データの
活用を俯瞰的に捉え、組織的な課
題を明確にし、解決に向けて働き
かけることができる。
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１－１ 岐阜県が目指す教育 

岐阜県では、 2024 年３ 月に県の教育が目指す基本的な方向や今後推進すべき 具体的施策を 明ら

かにし た「 第４ 次岐阜県教育振興基本計画」 を 策定し た。 こ の教育基本計画は、 教育を 取り 巻く 新

たな 課題や変動する 社会経済情勢に対応し 、 岐阜県の教育を 推進し て いく ための新たな 指針で あ

り 、 2024 年度から 2028 年度にかけての５ 年間の計画が示さ れたも ので ある 。 本県教育の基本理念

を 踏まえ、 重点目標を 達成し ていく ための教育の推進が求めら れている 。  
 

 

出典： 岐阜県教育のすがた２ ０ ２ ５  
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１－２ 経験年数に応じた研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎形成研修 
○教科指導の基礎・基本 

○学級経営 他 

資質 

向上期 

資質 

充実期 

資質 

貢献期 
初任者研修 

○教育に関する基礎的素養 

○教科指導の基礎・基本 他 

基礎形成期 

 

６
年
目
研
修 

 

中
堅
教
諭
等
資
質
向
上
研
修 

教育公務員と し ての使命感、 幅広い知見の獲得、  

教員と し ての基礎的素養を学ぶ研修 

校内研修 

年間 150 時間程度

（ 下回ら ない）  

※教職大学院修了者

は年間 90 時間程

度（ 下回ら ない）  

※新規常勤講師研修

修了者は年間 

120 時間程度（ 下回

ら ない）  

校内における 具体

的実践に基づいた、

学習指導や学級経営

等の研修 

校外研修 年間 14 日以上 

■総合教育センタ ー主催の研修           

（ ５ 日）  

■教育事務所主催の研修     

・ 授業研修     （ ３ 日）  

・ 連携校研修    （ ４ 日）  

■市町村（ 組合） 教育委員会主催の研修 

（ ２ 日以上）  

 ※普通救命講習 

 ※地域における豊かな社会性を 育む研修 

自己課題を 明確にし 、 課題に応じ た研修を 実践するこ と で、 教員

と し ての基礎を 固める研修（ ２ ～５ 年目）  

自己課題の

設定 

管理職と の 

面談 を 通し

て設定 

自己課題に応じ た研修の実施 

２ ・ ３ 年目…３ 以上 

４ ・ ５ 年目…２ 以上 

総合教育セン タ ーの選択講座も

し く は、 校内研修等 

研修で 学ん

だ こ と を 具

体的に実践 

 学
び
の
連
続 

初
任
者
研
修 

基
礎
形
成
研
修 

- 2 -



１－３ 初任者研修 

 
（１）研修の意義 

 

教育公務員特例法 （ 第 21 条）                               

教育公務員は、 その職責を遂行するために、 絶えず研究と 修養に努めなければなら ない。 

 

2 教育公務員の研修実施者は、 教育公務員の研修について、 それに要する施設、 研修を

奨励するための方途その他研修に関する計画を 樹立し 、 その実施に努めなければなら な

い。  

 

 教育は、 未来に生き る 人間を 対象と し て 営ま れる も ので あり 、 そ の成果は教育に携わる 指導者

によ っ て 大き く 左右さ れる も ので ある 。 し た がっ て 、 教員は常に公教育の推進者と し て の使命を

自覚し 、 自ら の識見を 高め、 指導力の向上を 目指し て 努力し な ければな ら な い。  

 「 研究」 は専門教科・ 科目の学問的な 研究のほか、 教材研究、 学習指導法の研究、 生徒指導上

の諸研究（ 児童生徒理解、 カ ウン セ リ ン グ等の研究）、 校務分掌上の諸研究、 特別活動に関する

研究、 そ の他の研究（ 部活動、 学校図書館活動等） な ど 多岐にわた る 。  

 教員の場合、 新任当初から 経験豊富な 教員と 同様に授業を 担当し た り ， 学級を 担任し た り する

こ と にな る 。 そ の新任教員にと っ て 必要な こ と は、 教材の研究・ 学習指導法の研究によ っ て 授業

力を 身に付ける こ と で ある 。 ま た 、 特別活動や学級経営に関わる 研究によ っ て 生徒指導力や学級

経営力を 身に付ける こ と で ある 。  

 「 修養」 は、 学問を 修める と 同時に 、 人間と し て 、 教員と し て の人格向上や成長に努める 努力

を 生涯にわたっ て 続ける こ と で ある 。  

 

（２）初任者研修のねらい 

 教育公務員特例法第 23 条の規定に基づき 、 実践的指導力と 使命感を 養う と と も に、 幅広い知

見を 習得する 。  

 

（３）校外研修 

 初任者は、 校外において 年間 14 日以上の研修を 受ける 。 詳細は、「 Pl ant 全国教員研修プ ラ ッ

ト フ ォ ーム」 内の初任者研修実施要項（ 小・ 中・ 義務教育学校） を 参照する こ と 。  

 

（４）校内研修 

 初任者は、 校内における 具体的実践に基づいて 、 教科指導や特別活動等の研修を 受ける 。  

校長は、 指導教員や教科指導員の参画を 得て 、 週５ 時間程度、 年間 150 時間程度の年間指導計

画を 作成する 。 こ のう ち 、 100 時間程度を 「 示範授業」「 研究授業」「 授業研究」 の授業研修に充

て る 。 ま た 、 50 時間程度を 一般研修に充て る 。  

・ 新規常勤講師研修修了者は、 週４ 時間程度、 年間 120 時間程度（ ※120 時間を 下回ら な い）

の研修を 受ける 。  

・ 教職大学院修了者は、 週３ 時間程度、 年間 90 時間程度（ ※90 時間を 下回ら な い） の研修を

受ける 。  
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１－４ 教員の職責及び教育の目的と目標 

 

（１）教員の職責 

  公立学校の教員は、 公務員と し て 全体の奉仕者で あっ て 一部の奉仕者で はな く 、 公共の利益の

た めに勤務し 、 職務の遂行に当た っ て は、 全力を 挙げて こ れに専念し な ければな ら な い。 ま た 、

教員は自己の崇高な 使命を 深く 自覚し 、 絶え ず研究と 修養に励み、 そ の職責の遂行に務めな けれ

ばな ら な い（ 憲法第 15 条、 教育基本法第９ 条、 地方公務員法第 30 条）。  

  服務に当た っ て は、 法令等及び上司の職務上の命令に従う 義務（ 地方公務員法第 32 条）、 信用

失墜行為の禁止（ 同第 33 条）、 職務上知り 得た 秘密を 守る 義務（ 同第 34 条） な ど を 遵守し て 、

服務の厳正を 期すこ と が大切で ある 。  

 

（２）教育の目的と目標 

  「 教育は、 人格の完成を 目指し 、 平和で 民主的な 国家及び社会の形成者と し て 必要な 資質を 備

え た 心身と も に健康な 国民の育成」 を 期すこ と を 目的と し て 行われる （ 教育基本法第１ 条）。  

  ま た 、 そ の目的を 実現する た め、  

１  幅広い知識と 教養を 身に付け 、 真理を 求める 態度を 養い 、 豊かな 情操と 道徳心を 培う と と

も に、 健やかな 身体を 養う こ と 。  

２  個人の価値を 尊重し て 、 そ の能力を 伸ばし 、 創造性を 培い、 自主及び自律の精神を 養う と

と も に、 職業及び生活と の関連を 重視し 、 勤労を 重んずる 態度を 養う こ と 。  

３  正義と 責任、 男女の平等、 自他の敬愛と 協力を 重んずる と と も に、 公共の精神に基づき 、

主体的に社会の形成に参画し 、 そ の発展に寄与する 態度を 養う こ と 。  

４  生命を 尊び、 自然を 大切にし 、 環境の保全に寄与する 態度を 養う こ と 。  

５  伝統と 文化を 尊重し 、 それら を はぐ く んで き た 我が国と 郷土を 愛する と と も に 、 他国を 尊

重し 、 国際社会の平和と 発展に寄与する 態度を 養う こ と 。  

を 目標と し て 行われる （ 同第２ 条）。  

 さ ら に、 義務教育で は「 各個人の有する 能力を 伸ばし つつ社会において 自立的に生き る 基礎を

培い、 ま た 、 国家及び社会の形成者と し て 必要と さ れる 基本的な 資質を 養う こ と 。」 を 目的と し

て いま す（ 教育基本法第５ 条２ ）。  

 そ のた めに、「 ①学校内外における 社会的活動を 促進し 、 自主、 自律及び協同の精神、 規範意

識、 公正な 判断力並びに公共の精神に基づき 主体的に社会の形成に参画し 、 そ の発展に寄与する

態度を 養う こ と 。 ②学校内外における 自然体験活動を 促進し 、 生命及び自然を 尊重する 精神並び

に環境の保全に寄与する 態度を 養う こ と 。 ③我が国と 郷土の現状と 歴史について 、 正し い理解に

導き 、伝統と 文化を 尊重し 、そ れら を はぐ く んで き た 我が国と 郷土を 愛する 態度を 養う と と も に、

進んで 外国の文化の理解を 通じ て 、 他国を 尊重し 、 国際社会の平和と 発展に寄与する 態度を 養う

こ と 。 ④家族と 家庭の役割、 生活に必要な 衣、 食、 住、 情報、 産業そ の他の事項について 基礎的

な 理解と 技能を 養う こ と 。 ⑤読書に親し ま せ、 生活に必要な 国語を 正し く 理解し 、 使用する 基礎

的な 能力を 養う こ と 。 ⑥生活に必要な 数量的な 関係を 正し く 理解し 、 処理する 基礎的な 能力を 養

う こ と 。 ⑦生活にかかわる 自然現象について 、 観察及び実験を 通じ て 、 科学的に理解し 、 処理す

る 基礎的な 能力を 養う こ と 。 ⑧健康、 安全で 幸福な 生活のた めに必要な 習慣を 養う と と も に、 運

動を 通じ て 体力を 養い、 心身の調和的発達を 図る こ と 。 ⑨生活を 明る く 豊かにする 音楽、 美術、

文芸そ の他の芸術について 基礎的な 理解と 技能を 養う こ と 。⑩職業について の基礎的な 知識と 技

能、 勤労を 重んずる 態度及び個性に応じ て 将来の進路を 選択する 能力を 養う こ と 。」 を 目標（ 学

校教育法第 21 条） と し て 行われま す。  

 

（３）法令順守 

「 岐阜県教職員コ ン プ ラ イ ア ン ス ・ ハン ド ブ ッ ク 」 を 常に手元に置き 、 順守する 。  

※「 Pl ant  全国教員研修プ ラ ッ ト フ ォ ーム 初任者研修（ 小・ 中・ 義） 開催要項」 から ダ ウ

ン ロ ード で き る 。  
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１－５ 社会人としての心構え 

 

私 た ち は 、 教職 員で あ る のと 同時 に 一社 会人 で も あ り 、 社 会 人と し て 公私 に わた っ て 自

覚 と 責 任の あ る 行動を と る 必要が あ る 。  

 

組織の一員として 

組 織 の 成員 は、 共 通の 組織 目標 に 向 かっ て そ れぞ れ が担 う 役割 に 従 い 、 個人 の能 力を 最

大 限 に 発 揮す る よ う 努 め る 必要 があ る 。  

 

（１）協調性 

  ア  組 織 の 一 員 と し て の 自 覚 を も ち 、 組 織 全 体 に お け る 自 分 の 役 割 を 考 え て 行 動 し よ

う 。  

  イ  組 織 で は、 職 務や 年齢を 異 に し た 人々 が 、 い ろ い ろ な 役 割を も っ て 働 い て い る 。 そ

の た め 、 そ れぞ れの役割 を お 互い に 理 解 し よ う 。  

  ウ  職 場 の和を 乱 す よ う な 勝手 な 言 動や態 度 は慎 も う 。  

  エ  公 私 混同を し な い よ う に 心 掛 け よ う 。  

  オ  職 場 の雰囲気 に 慣 れ 、 職場 の話 題に と け 込む よ う 心 掛 け よ う 。  

 

（２）積極的な姿勢 

  ア  分 か ら な い こ と は 、 何で も 上司 や先輩 に 積極的 に 聞 く よ う に し よ う 。  

  イ  積 極 的に 人間 関係 を よ く す る よ う 努め 、 先輩 か ら の 指導 や意 見に 耳を 傾け る よ う 心

掛 け よ う 。  

  ウ  何 事 も ま ず は自 ら 率先し て 行動 す る こ と を 心 掛け よ う 。  

  エ  仕 事 は 、 全て 自分 を 成長さ せる 生き た 教 材で す 。 与え ら れた 仕 事 を 遂行 す る よ う 努

力 し よ う 。  

  オ  何 で も 話せる 、 聞い て も ら え る 友 人や 先輩 を つ く ろ う 。  

 

（３）職場での態度 

職 場 は「 勤務 」 だ け を す る と こ ろ で は な い 。 「 教 養」 や「 品格 」 を 磨く 人格 形成 の場

で も あ る 。 他 者に 迷 惑を かけ た り 、 不快 感 を 与 え た り し な い よ う に 自 分本位 の 振る 舞い

を 控 え る こ と が大 切で あ る 。 「 親し き 仲 に も 礼儀 あ り 」 と 心得 て 、 同 僚に は 節度 と 誠 意

を も っ て 接 す る よ う に 心 掛け よ う 。 特に 態 度や 服装 、 言葉 遣い な ど は人 に 与 え る 印象 を

大 き く 左 右 す る 。 常に 注意 す る こ と が必 要で あ る 。  

 

  ア  明 る く 朗ら か な 態 度を 心 掛 け よ う 。 お 互 い に 相手 を 信 頼し 、 よ い 人間 関係 を つ く ろ

う 。  

  イ  相 手 の立場や 気持 ち を 考え て 人 に 接 す る よ う に し よ う 。  

  ウ  服 装 ・ 頭髪・ 身だ し な みは 、 い つ も 清潔 に す る よ う に 心 掛け よ う 。  

  エ  常 に 身 の周 り の 整理 整頓 を 心 掛け 、 仕 事が し や す い 環 境に し よ う 。  

 

（４）挨拶と話し方 

言 葉 は 、 自分の 考え を 他 人に 伝え る た め の重 要 な 道具 で あ る 。 言葉 を 通 し て 、 こ ち ら

の 考 え て い る こ と を 相 手 に 正確に 伝 え な け れ ばな ら な い 。 「 物 も 言 い よ う で 角が 立つ 」

と 言 う が 、 言 い 方 次 第で 相手に 与 え る 印象 は随 分違 っ て く る 。 し た がっ て 、 話し 方の 基

本 を 身 に 付 け て お く こ と は 、 社会 人 と し て の大 切な 素養 で あ る 。  

 

  ア  ま ず は挨拶か ら  

    ① 誰 に 対し て も 、 ど こ で も 、 積極 的に 自分 から 挨拶 を し よ う 。  
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 ② 出勤 し た ら 相手よ り 先 に 「 お は よ う ご ざ い ま す 」 、 帰り に は「 お 先に 失礼 し ま す 」

の 挨 拶を 心掛 け よ う 。  

③ 呼 ば れた ら 「 はい 」 と 気持ち の よ い 返 事を 心 掛け よ う 。  

④ 依 頼す る 際は「 お 願い し ま す 」 と は っ き り と 、 そ し て 、 事後 に 「 あ り がと う ご ざ い

ま し た 」 と 感 謝の 言葉 を 大 切に し よ う 。  

⑤ 出 張 から 帰っ た と き は 、 職場の 方に お 礼の 言葉 を 伝 え よ う 。  

  

  イ  相 手 に 分かる よ う に 話 す  

①俗 語を で き る だ け 避 け 、 時と 場 に 応じ た 適 切な 言葉 遣い を 心 掛け よ う 。  

②大 切な 要点 は 、 あ ら か じ め メ モ で 整理 し て お い て か ら 話 す よ う に し よ う 。  

③相 手が 話し て い る と き は 、 話 の 最 後ま で 聴 く よ う に し よ う 。  

④仕 事中 、 会 話 中の 方に は 、 仕 事 、 話の区 切 り を 待っ て か ら 話 し か け る よ う に し よ う 。 

⑤座 っ て 仕事 を し て い る と き に 、 立っ て い る 方に 話し かけ ら れた ら 、 立ち 上が っ て 対

応 す る よ う に し よ う 。  

⑥明 る い 声で 、 はっ き り と し た 語 調で 話 そ う 。  

 

  ウ  敬 語 を 正し く 使う （ 間 違い やす い 敬 語 の例 ）  

    例 ① そ れで 結構 で す か。 （ ×）        →そ れで よ ろ し い で し ょ う か。  

    例 ② 今 何と 申し ま し た か。 （ ×）      →今 何 と お っ し ゃ い ま し た か 。  

    例 ③ 先 生は 、 い つ 参ら れま す か。 （ ×）   →先 生 はい つ い ら っ し ゃ い ま す か 。  

    例 ④ 校 長先 生は い ら っ し ゃ い ま せ ん 。 （ ×） → 校長は 不 在で す 。  

 

（５）来客の応対 

来 客 に 対 し て は 、 特に 「 親 切に 」 「 丁 寧に 」 「 誠 実に 」 対応 す る こ と が大 切 で あ る 。  

 

（６）電話の応対  

電 話 の応 対で は 、 相手 の姿 が見 え な い ので 、 一層 礼儀 正し さ が 必要 で あ る 。 明る く 感

じ の よ い 電 話の かけ 方 、 受け 方を 身 に 付け る こ と が大 切 で あ る 。  

 

  ア  一 般 的な 心構 え  

①電 話を 受け る 際 は、 必ず メ モ を 取 る 用意 を し よ う 。  

②適 切 な 音 量を 心掛 け よ う 。 小 さ な 声で は 相手 に 聞 き に く く 、 逆に 大 声は 周り に 迷惑

を か け る こ と に な る 。  

③相 手に よ っ て 態 度を 変え な い よ う に し よ う 。 ま た 、 相手 を 待 た せ な い よ う に し よ う 。

待 た せた と き に は「 お 待 た せし て 申し 訳あ り ま せん 」 と 伝え よ う 。  

④私 用で 電話 を 使 う こ と は 慎も う 。  

   

  イ  電 話 を かけ る と き  

    ① 何 を 話す か決 め 、 要 点を メ モ し て お き 、 要 領よ く 簡 潔に 話そ う 。  

    ② 相 手 が出 た ら す ぐ に 名乗り 、 相 手を 確認 し よ う 。  

    ③ 「 お 世話 に な っ て お り ま す 」 等 の 挨拶 を し て から 用件 を 告げ よ う 。  

    ④ 長 電 話に な ら な い よ う に 的 確に 用件 を 話 し 、 終 わり に は 忘れ ず に 挨拶 を し よ う 。  

    ⑤ 電 話を 切 る と き に は、 受 話器 を 静 かに 置く な ど 、 相手が 不 快な 思い を し な い よ う に

気 を 付け よ う 。  

   

  ウ  電 話 を 受け る と き  

    ① ベ ル が鳴 っ た ら で き る だ け 早く 出て 、 こ ち ら の学 校名 や氏名 を 名乗 る と と も に 、 相

手 の 所属や 氏名 な ど を 必 ず 確認し て メ モ し よ う 。  

    ② ３ 回 以上 ベ ル が鳴 っ て から 受け た と き は 、 「 お 待た せし ま し た 」 と 伝 え よ う 。  
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    ③ 用 件を 聞 い て メ モ を 取り 、 大 切な こ と は復 唱す る よ う に し よ う 。 伝言 を 受 け た 時に

は 、 遅滞な く 確 実に 伝え よ う 。  

    ④ 問 い 合わ せに 対し て 、 回 答ま で の 時間 が 長く かか る よ う な ら 、 一 旦 切っ て から か け

直 そ う 。  

    ⑤ 個 人 情報 に 関 す る 問い 合わ せ等 に つ い て は 、 安 易に 返答 せず 、 相 手の 連絡 先を 記録

し 、 一旦 電話 を 切 っ て 管 理職に 相談 し よ う 。  

   

  エ  電 話 を 取り 次 ぐ と き  

    ① 誰 に 用件 があ る か を 確かめ 、 迅 速に そ の 人に 取り 次 ご う 。  

    ② 指 名 の人 が不 在の と き は 、 こ ち ら から かけ 直す 旨を 伝え る か 、 も し く は い つ な ら 連

絡 が 取れる かを 伝 え よ う 。 そ の 際 、 相 手の電 話 番号 を 聞 い て メ モ を し よ う 。  

    ③ 問 い 合わ せ等 に 対 し て 、 自分 で 判 断し かね る と き は 、 必ず 上司 又は担 当 者に 取り 次

ご う 。  
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２－１ 校内研修 

 

校内研修は、 各学校において、 研修内容が計画さ れる 。  

※年間 150 時間程度（ 週５ 時間程度）  

※教職大学院修了者の場合は 90 時間程度（ 週３ 時間程度）  

※新規常勤講師研修修了者の場合は 120 時間程度（ 週４ 時間程度）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

一人で抱え込まない 

 

わから ないこ と や困っ たこ と があっ たら 、一

人で抱え込まず先輩の先生方に相談し まし ょ

う 。児童生徒のために一緒に考えていき まし ょ

う 。  

自ら指導を求める 

 

校内研修では、 授業を 参観し たり 、 自分の

授業を 見て いた だ いた り する 機会があり ま

す。 授業後は自ら 指導助言を 求める よ う にし

まし ょ う 。 今後の指導のヒ ン ト を 得る こ と が

でき ます。 自ら 求めていく こ と 姿勢は、 教師

と し ての成長につながり ます。  

示範授業      研究授業     授業研究 

計画に基づいて指導を受ける 

 

 

 

 

指導を 受けたこ と や実践に生かす

ための計画等を 、教育経営簿（ 週案簿）

や研修記録等に残し て いく こ と が大

切です。  

自己評価票は、 「 岐阜県『 教員のキ

ャ リ アステージ』 における資質の向上

に関する指標」 がも と になっ ていま

す。「 今、自分はどこ まででき ていて、

どこ が課題なのか」 を 振り 返る際のよ

り どこ ろ にし まし ょ う 。  

≪一般指導≫ ≪学習指導≫ 

生徒指導や学級経営等、
学校教育に関する基礎的
素養について指導を受け
ます。  

示範授業や研究
授業を基に授業に
ついて指導を 受け
ます。  

初任者による実
際の授業を 指導教
員に見ていただき
ます。  

指導教員の授業
を 参観し ながら 学
びます。  

示 研 授 般 

校内研修 
校長 

拠点校指導教員 他の教員 

教頭 

校内指導教員 

研修記録 

自己評価

票 週案

簿 
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２－２ 校外研修 

 
（１）総合教育センター主催の校外研修 

①期日、 主な研修概要、 開催方法及び研修場所 

 時間 研修概要 講師 場所等 

第
１
回 

 

４
月
28
日
（
火
） 

9: 30～ 9: 40 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン  研修の目的、 日程説明 等 研修担当者 

オ
ン
ラ
イ
ン 

各
勤
務
校 

9: 40～10: 10 講話 初任者にのぞむこ と  義務教育総括監 

10: 15～10: 55 講義 教職員の服務 義務教育課教育主管 

11: 00～11: 30 講義 文書管理・ 働き 方改革・ ハラ スメ ン ト 防止 教育管理課担当者 

11: 35～12: 15 講義 安心・ 安全を 守る 危機管理 体育健康課担当者 

13: 15～14: 00 講義 児童生徒理解 学校安全課担当者 

14: 10～14: 50 講義 人権教育 教育研修課担当者 

15: 00～15: 50 講義 社会人と し てのマナー 研修担当者 

16: 00～16: 15 まと め 研修の振り 返り 、 連絡事項 等 研修担当者 

第
２
回 

 

６
月
９
日
・
16
日
（
火
） 

9: 30～ 9: 40 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン  研修の目的、 日程説明 等 研修担当者 

集
合 

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー 

9: 40～10: 40 講義 特別支援教育 特別支援教育課担当者 

10: 45～11: 45 講義 特別活動 教育研修課担当者 

11: 45～12: 00 講義 タ イ ムマネジメ ン ト  研修担当者 

13: 00～13: 20 講義 教科別研修・ 地域探究活動について 研修担当者 

13: 35～14: 30 講義・ 演習 人間関係づく り  各教科担当者 

14: 40～16: 00 講義・ 演習 教科別研修① 各教科担当者 

16: 00～16: 15 まと め 研修の振り 返り 、 連絡事項 等 各教科担当者 

備考 

６ 月９ 日（ 火） 国（ 小中）  理（ 小中）  外（ 小中）  音（ 小中）  

６ 月 16 日（ 火） 算・ 数（ 小中）  社（ 小中）  体（ 小中）  図美（ 小中）  技（ 中）  家（ 小中）  

第
３
回 

 

７
月
14
日
（
火
） 

 9: 30～ 9: 40 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン  研修の目的、 日程説明 等 研修担当者 

オ
ン
ラ
イ
ン 

各
勤
務
校 

 9: 40～10: 00 講義 地域探究活動の工夫改善 研修担当者 

10: 00～12: 00 講義 主体的・ 対話的で 深い学びの実現に向けた授業改善 外部講師 

13: 00～14: 00 講義・ 演習 メ ン タ ルヘルス 外部講師 

14: 10～16: 00 演習 教科別研修② 各教科担当者 

16: 00～16: 15 まと め 研修の振り 返り 、 連絡事項 等 各教科担当者 
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 時間 研修概要 講師 場所等 

第
４
回
体
育 

７
月

28
日
（
火
） 

9: 30～ 9: 40 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン  研修の目的、 日程説明 等 

各教科担当者 

集
合 

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー 

9: 40～10: 40 講義・ 演習 地域探究活動 

10: 50～11: 50 演習 学級経営上の課題 

12: 50～15: 50 講義・ 演習 教科別研修③（ Ｏ Ｋ Ｂ ぎふ清流アリ ーナ）  

15: 50～16: 10 まと め  研修の振り 返り 、 連絡事項 等 

第
４
回
体
育
以
外 

７
月

27
日
（
月
）
～
７
月

30
日
（
木
） 

9: 30～ 9: 40 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン  研修の目的、 日程説明 等 

各教科担当者 

9: 40～10: 40 講義・ 演習 地域探究活動 

10: 50～11: 50 演習 学級経営上の課題 

12: 50～15: 50 講義・ 演習 教科別研修③ 

15: 50～16: 10 まと め 研修の振り 返り 、 連絡事項 等 

備考 

１ Ｇ  ７ 月 27 日（ 月）  国語（ 小）  数学（ 中）  

２ Ｇ  ７ 月 28 日（ 火）  体育・ 保健体育（ 小中）  社会（ 小）  理科（ 小中）  

３ Ｇ  ７ 月 29 日（ 水）  外国語活動・ 外国語（ 小中）  社会（ 中）  音楽（ 小中）  図工・ 美術（ 小中）  

技術（ 中）  家庭科（ 小中）  

４ Ｇ  ７ 月 30 日（ 木）  国語（ 中）  算数（ 小）   

第
５
回 

 

２
月
16
日
（
火
） 

10: 00～10: 05 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン  研修の目的、 日程説明 等 研修担当者 
集
合
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
中
継
研
修
）
各
地
区
の
指
定
場
所 

10: 05～11: 15 講義 教育相談について 外部講師 

11: 20～12: 10 講話 学校における 情報モラ ル教育 学校安全課担当者 

13: 10～14: 00 講義 自ら 学び続ける 教師・ 今後の成長を 願っ て 教育研修課企画監 

14: 05～15: 05 講義 １ 年間を 振り 返っ て 教育研修課担当者 

15: 10～15: 50 講義 ２ 年目に向けて 教育研修課担当者 

15: 50～16: 00 講義・ 演習 研修の振り 返り 、 連絡事項 等 研修担当者 

備考 

各地区の会場は P11 の「 ③第５ 回について」 を 参照 
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②校外研修の確認事項・ お願い 

 ア オンラ イ ンで開催する 研修について 

・ ４ 月 15 日（ 水） に接続テスト を 実施する。 必要に応じ て参加し 、 接続確認を する 。  

・ オンラ イ ン接続に関する 情報は、 「 Pl ant 全国教員研修プラ ッ ト フ ォ ーム」 の開催要項で確認す

る。  

・ オンラ イ ン研修では、 カ メ ラ ・ マイ ク の準備を し 、 発言でき る 環境で受講でき る よう にする。  

  

イ  校外研修資料について 

 ・ 校外研修資料は、 「 Pl ant 全国教員研修プラ ッ ト フ ォ ーム」 の開催要項から ダウンロード し 、 印

刷又はタ ブレ ッ ト 端末等に保存し 、 初任者が各自で準備を する。  

 ・ 校外研修の数日前に、 「 Pl ant 全国教員研修プラ ッ ト フ ォ ーム」 の開催要項に掲載し 、 随時更新

するこ と がある ため、 研修実施前日においても 確認を する 。  

 

 ウ 教科別研修について 

・ 受講する教科を 管理職と 相談の上決定し 、 第 1 回の校外研修の振り 返り アンケート に入力し 、 報

告する。  

 小学校の初任者で中学校免許を 取得し ている 場合は、 中学校免許の教科を 受講するこ と が望まし

い。  

  小学校： 国語、 社会、 算数、 理科、 音楽、 図画工作、 体育、 家庭科、 外国語活動 

  中学校： 国語、 社会、 数学、 理科、 音楽、 美術、 保健体育、 技術、 家庭科、 外国語 

・ 以下の場合は、 「 教科別研修」 において、 免許教科と 異なる 教科での受講を 可能と する 。  

（ a） 小学校免許のみの初任者 → 専門的に学ぶ教科を 決めて受講 

（ b） 小学校・ 義務教育学校前期課程に勤務で、 現在、 中学校免許の教科を 担当し ていない初任者 

（ 社会・ 理科・ 外国語・ 技術・ 家庭科の免許を 持っ ている が、 低学年を 担任し ている場合）  

→他の教科で受講可（ 自身の中学校免許の教科でも よい。 ）  

・ 第４ 回の期日は、 各教科の人数の調整等で変更する場合がある 。 最終的な期日は、 第 1 回校外研

修で確認する。  

・ 第４ 回は、 同じ 専門教科等で構成さ れた初任者同士で、 「 学習指導の在り 方」 について模擬授業

や研究討議を 実施し 、 学習指導要領を 踏まえた授業実践力を 向上するこ と を 目的と する。 第４ 回

研修後の校内研修につなげる。  

 

エ 地域探究活動について 

・ 各教科の見方・ 考え方を 活用し て、 勤務校の地域の実態、 自然、 文化、 特産品などを 調査し 、 交

流し 合う こ と で、 地域のよさ を 深く 理解する。 こ の活動は、 自ら の識見や指導力を 高める こ と と

探究的な学習の体験を 目的と する 。 地域探究活動の方法やまと め方について困っ た場合は、 指導

教員や他の職員に指導を いただく 。  

 

③ 第５ 回について 

・ 第５ 回は、 総合教育セン タ ーを 主会場と し 、 webex オンラ イ ン会議で各会場を つなぐ 。 地区によ

り 会場が異なる ため、 研修実施前日までに確認する 。  

岐阜地区    総合教育セン タ ー （ 岐阜市薮田南 5‐ 9‐ 1）  

西濃地区    西濃総合庁舎   （ 大垣市江崎町 422－3）  

美濃地区    中濃総合庁舎   （ 美濃市生櫛 1612－2）  

可茂地区    可茂総合庁舎   （ 美濃加茂市古井町 2610－2）  

東濃地区    恵那総合庁舎   （ 恵那市長島町正家後田 1067－71）  

飛騨地区    飛騨総合庁舎   （ 高山市上岡本町 7－468）  
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④ 当日の持ち物・ 準備する も の 

 ・ 校外研修の数日前に「 Pl ant 全国教員研修プラ ッ ト フ ォ ーム」 の開催要項に掲載し 、 随時更新す

るこ と があるため、 研修実施前日においても 確認を する。  

  

【 毎回必要な持ち物・ 準備するも の】  

□ 令和８ 年度初任者研修の手引‐ 初任者用‐  

□ 名札（ 勤務校で使用し ている も の）  

□ 校外研修記録カ ード  

□ 研修資料等 

※「 Pl ant 全国教員研修プラ ッ ト フ ォ ーム」 の開催要項から ダウンロード し 、 手元に準備を

する。  

 

（２）各教育事務所・各市町村（組合）教育委員会主催の校外研修 

各教育事務所・ 各市町村（ 組合） 教育委員会主催の校外研修については、 それぞれから 連絡さ れ

る実施要項・ 開催要項を 確認する 。  

 

（３）その他 

①研修開催の変更等について  
・ 研修実施日前日に「 Pl ant 全国教員研修プラ ッ ト フ ォ ーム」 の開催要項で変更等がないか必ず確

認を する 。  
・ 気象警報発表時の対応（ 総合教育セン タ ーのＨ Ｐ 内に掲載あり ） は以下のと おり 。  

開始３ 時間前までに 

研修会場の市町村の気象警報が全て解除さ れた場合 
研修実施 

開始３ 時間前までに 

研修会場の市町村の気象警報が全て解除さ れていない場合 
研修中止 

開始３ 時間前から 研修開始までに 

研修会場の市町村に気象警報が発表さ れた場合 
研修中止 

参加者の勤務する学校や園等がある 市町村、 又は研修場所

に向かう 経路上の市町村に気象警報が発表さ れている場合 

今後、 気象警報が発表さ れる見込みがある場合 

所属長の指導を 受け、 出欠を 判断 

（ 欠席遅刻の場合は通常の対応、

下記⑤を 参照）  

 

②開始時刻について 

・ 開催要項に記載さ れている開始時刻には研修を 受けら れるよう 、 校内の研修場所又は校外の研修

会場に到着する よう 心掛ける。  

 

③研修の役割分担について 

・ 毎回の研修では、 スムーズに運営する ため受付・ 会場等の役を 進んで受け持てる と よい。  

 

④勤務校への報告（ 復命） について 

・ 総合教育セン タ ー主催の研修のフ ァ イ ルを 用意し 、 研修資料や講話時にと っ たメ モ等を 綴じ て整

理するよ う にする 。  

・ 管理職（ 学校長） への復命は、 資料やメ モを 持参の上、 研修の内容や成果、 今後の課題を 報告す

る。 拠点校指導教員や校内指導教員にも 報告する 。  

 

⑤欠席・ 遅刻・ 早退（ 届） について 

・ 研修を やむを 得ず欠席等する場合は、 事前に管理職（ 学校長や教頭） による申請が必要である 。

所属校の管理職に報告を し 、 所定の手続き を 必ずと っ ていただく 。  

・ 当日の急な欠席等については、 まず、 管理職に連絡を する。 総合教育セン タ ーへの連絡は、 管理

職に依頼する。  

・ 会場へ向かう 途中で何かト ラ ブルがあり 、 開始時刻に間に合いそう にない場合には、 所属校の管
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理職に連絡する 。 総合教育センタ ーへの連絡は、 管理職に依頼する 。  

⑥交通安全について 

・ 自家用車を 利用する 場合は、 く れぐ れも 交通安全に留意する。  

・ 初めて行く 研修会場については、 事前に下調べを するなど、 気持ち に余裕を も っ て移動でき る よ

う に心掛ける。  

 

⑦総合教育セン タ ーの駐車場について 

・ 総合教育セン タ ーの研修者用駐車台数は限ら れてる。 公共交通機関を 利用でき る と よい。 また、

別の駐車場を 指定さ れている場合は、 指示に従っ て駐車する。  

・ 近隣のＯ Ｋ Ｂ ふれあい会館やシンク タ ンク 庁舎の駐車場は、 同施設への来庁者専用のため利用で

き ないため、 指定さ れた駐車場に停める 。  

 

⑧総合教育セン タ ー以外の校外研修について 

・ 事前に訪問時刻の指示がある場合は、 指示に従っ て学校や施設に入る 。  

・ 教育事務所や市町村教育委員会の指示に従っ て、 指定の場所に駐車する 。  

・ 研修会場から 離れた駐車場を 指定する 場合も ある 。 いつも 以上に余裕を 持っ た行動を 心掛ける 。  

・ 学校敷地内や学校周辺に駐車する場合は、 児童生徒に注意を 払っ て運転する。  

・ 研修を 受けさ せていただく と いう 気持ちを も っ て、 自分から 進んで挨拶を する。  
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＜教育基本法＞ 

 （ 教員）  

 第9条  法律に定める学校の教員は、 自己の崇高な使命を深く 自覚し 、 絶えず研究と 修養に励み、

その職責の遂行に努めなければなら ない。  

2  前項の教員については、 その使命と 職責の重要性にかんがみ、 その身分は尊重さ れ、 待遇

の適正が期せら れると と も に、 養成と 研修の充実が図ら れなければなら ない。   

 

＜教育公務員特例法＞ 

 （ 条件附任用）  

第12条 公立の小学校、 中学校、 義務教育学校、 高等学校、 中等教育学校、 特別支援学校、 幼稚園

及び幼保連携型認定こ ども 園（ 以下「 小学校等」 と いう 。 ） の教諭、 助教諭、 保育教諭、 助

保育教諭及び講師（ 以下「 教諭等」 と いう 。 ） に係る地方公務員法第22条に規定する採用に

ついては、 同項中「 6月」 と あるのは「 1年」 と し て同項の規定を 適用する。  

 

 （ 研修）  

 第21条 教育公務員は、 その職責を 遂行するために、 絶えず研究と 修養に努めなければなら ない。  

2  教育公務員の研修実施者は、 教育公務員（ 公立の小学校等の校長及び教員（ 臨時的に任用

さ れた者その他の政令で定める者を除く 。 以下こ の章において同じ 。 ） を 除く 。 ） の研修に

ついて、 それに要する施設、 研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を 樹立し 、

その実施に努めなければなら ない。  

 

 （ 研修の機会）  

  第22条 教育公務員には、 研修を受ける機会が与えら れなければなら ない。  

2  教員は、 授業に支障のない限り 、 本属長の承認を 受けて、 勤務場所を離れて研修を 行う こ

と ができ る。  

3  教育公務員は、 任命権者（ 第20条第1項第1号に掲げる者については、 同号に定める市町村

の教育委員会。 以下こ の章において同じ 。） の定めると こ ろ により 、 現職のままで、 長期にわ

たる研修を受けるこ と ができ る。  

 

 （ 初任者研修）  

第23条 公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、 当該教諭等（ 臨時的に任用さ れた者その他の政

令で定める者を除く 。 ） に対し て、 その採用（ 現に教諭等の職以外の職に任命さ れている者

を 教諭等の職に任命する場合を含む。 ） の日から 1年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必

要な事項に関する実践的な研修（ 次項において「 初任者研修」 と いう 。 ） を 実施し なければ

なら ない。  

2  指導助言者は、 初任者研修を 受ける者（ 次項において「 初任者」 と いう 。） の所属する学校

の副校長、 教頭、 主幹教諭（ 養護又は栄養の指導及び管理をつかさ どる主幹教諭を 除く 。）、

指導教諭、 教諭、 主幹保育教諭、 指導保育教諭、 保育教諭又は講師のう ちから 、 指導教員を

命じ るも のと する。  

3  指導教員は、 初任者に対し て教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及

び助言を 行う も のと する。  

３－１ 【資料１】初任者研修制度の法的根拠 
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 公立学校の教員は、 児童生徒を 指導する 教育の専門家と し て の立場と と も に、 教育公務員、 地

方公務員と し て の立場を も ち 、 いろ いろ の義務や制限が課せら れて いる 。 し た がっ て 、 公務員と

し て の立場を 自覚し 、 全体の奉仕者と し て 信頼さ れる よ う に努めな ければな ら な い。  

 

〇身分 

 

 

 

〇服務 

 

〇服務の 

根本基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇服務の 

宣誓 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 公立学校の教員は、 「 地方公務員」 と し て の身分を も ち 、 地方公務員法の適用

を 受ける 。 し かし 、 教育と いう 職責の特殊性に基づき 、 「 教育公務員」 と し て

の特例が教育公務員特例法等に設けら れて いる 。  

 

・ 服務と は、 職員が守る べき 義務な いし 規律。  

 

・ 地方公務員法第 30 条で 「 すべて 職員は、 全体の奉仕者と し て 公共の利益のた

めに勤務し 、 且つ、 職務の遂行に当っ て は、 全力を 挙げて こ れに専念し な けれ

ばな ら な い。 」 と 、 職員が公務に従事する 上において 基本と な る 規準を 示し て

いる 。  

こ れから 、 義務、 制限、 禁止の条項が導かれて いる 。  

 ①服務の宣誓（ 地方公務員法第 31 条）  

 ②法令等及び上司の職務上の命令に従う 義務（ 地方公務員法第 32 条）  

 ③信用失墜行為の禁止（ 地方公務員法第 33 条）  

 ④秘密を 守る 義務（ 地方公務員法第 34 条）  

 ⑤職務に専念する 義務（ 地方公務員法第 35 条）  

 ⑥政治的行為の制限（ 地方公務員法第 36 条）  

 ⑦争議行為等の禁止（ 地方公務員法第 37 条）  

 ⑧営利企業への従事等の制限（ 地方公務員法第 38 条）  

 

・ 職員は、 条例の定める と こ ろ によ り 、 服務の宣誓を し な ければな ら な い。  

       （ 地方公務員法第 31 条）  

・ 新た に職員等と な っ た 者は、 別記様式第 1（ 警察法第 56 条第 2 項に規定する

警察の職員（ 以下「 地方警察職員」 と いう 。 ） にあっ て は別記様式第 2、 公安

委員会委員にあっ て は別記様式第 3） によ る 宣誓書を 任命権者に提出し て から

で な ければその職務を 行っ て はな ら な い。  

（ 岐阜県職員等の服務の宣誓に関する 条例第 2 条）  

【 別記様式第 1】  

 

３－２ 【資料２】 教員の身分と服務 

宣 誓 書 

 

 わたく し は、 こ こ に主権が国民に存する こ と を 認める 日本国憲法

を 尊重し 、 かつ、 こ れを 擁護する こ と を 固く 誓いま す。  

 わたく し は、 地方自治の本旨を 体する と と も に、 公務を 民主的、

かつ、 能率的に運営すべき 責務を 深く 自覚し 、 県民全体の奉仕者と

し て、 法令に従い、 誠実、 かつ、 公正に職務を 執行する こ と を 固く

誓いま す。  

年 月 日 

氏  名 
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〇法令等及 

び上司の 

職務上の 

命令に従 

う 義務 

 

〇信用失墜 

行為の禁 

 止 

 

〇秘密を 守 

る 義務 

 

 

〇職務に専 

念する 義 

 務 

 

 

〇政治的行 

為の制限 

 

 

 

〇争議行為 

等の禁止 

 

 

 

 

〇営利企業 

の従事等 

への制限 

 

 

 

・ 職員は、 そ の職務を 遂行する に当っ て 、 法令、 条例、 地方公共団体の規則及び

地方公共団体の機関の定める 規程に従い、 且つ、 上司の職務上の命令に忠実に

従わな ければな ら な い。                （ 地方公務員法第 32 条）  

 

 

 

・ 職員は、 その職の信用を 傷つけ、 又は職員の職全体の不名誉と な る よ う な 行為

を し て はな ら な い。                （ 地方公務員法第 33 条）  

 

 

・ 職員は、職務上知り 得た 秘密を 漏ら し て はな ら な い。その職を 退いた 後も ま た 、

同様と する 。                   （ 地方公務員法第 34 条）  

 

 

・ 職員は、 法律又は条令に特別の定がある 場合を 除く 外、 そ の勤務時間及び職務

上の注意力のすべて を そ の職責遂行のた めに用い、当該地方公共団体がな すべ

き 責を 有する 職務にのみ従事し な ければな ら な い。  

( 地方公務員法第 35 条)  

 

・ 職員は、 政党そ の他の政治的団体の結成に関与し 、 若し く はこ れら の団体の役

員と な っ て はな ら ず、 又はこ れら の団体の構成員と な る よ う に、 若し く はな ら

な いよ う に勧誘運動を し て はな ら な い。  

( 地方公務員法第 36 条)  

 

・ 職員は、 地方公共団体の機関が代表する 使用者と し て の住民に 対し て 同盟罷

業、 怠業そ の他の争議行為を し 、 又は地方公共団体の機関の活動能率を 低下さ

せる 怠業的行為を し て はな ら な い。又、何人も 、こ のよ う な 違法な 行為を 企て 、

又はそ の遂行を 共謀し 、 そそ のかし 、 若し く はあおっ て はな ら な い。                 

（ 地方公務員法第 37 条）  

 

・ 職員は、 任命権者の許可を 受けな ければ、 商業、 工業又は金融業そ の他営利を

目的と する 私企業（ 以下こ の項及び次条第 1 項において「 営利企業」 と いう 。 ）

を 営むこ と を 目的と する 会社そ の他の団体の役員そ の他人事委員会規則（ 人事

委員会を 置かな い地方公共団体において は、 地方公共団体の規則） で 定める 地

位を 兼ね、 若し く は自ら 営利企業を 営み、 又は報酬を 得て いかな る 事業若し く

は事務にも 従事し て はな ら な い。 た だ し 、 非常勤職員（ 短時間勤務の職を 占め

る 職員及び第 22 条の 2 第 1 項第 2 号に掲げる 職員を 除く 。 ） について は、 こ

の限り で な い。                  （ 地方公務員法第 38 条）  
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※原本は各自で保管します。

◆校長の確認印

 ④個に応じた指導を重視し、児童生徒の活躍の場を与えて適切に評価している。

 ⑤授業の中で、仲間と共に学び合う場面を効果的に位置付けている。　

 ⑥【小学校】免許教科を主軸とし、教科の学習指導要領における目標や内容を踏まえ、授業を行っている。
 　【中学校】自分の専門教科の学習指導要領における目標や内容を踏まえ、授業を行っている。

 ⑦道徳の時間の指導について学んだり、指導の在り方について工夫をしたりしている。

 ⑧ＩＣＴを活用し、効果的な指導方法の工夫をしている。

 ⑨　一人一人の特性や教育的ニーズ等を把握し、合理的配慮の提供や組織的な対応をしている。

 ①全ての児童生徒に進んで声をかけて温かく接したり、共に活動をしたりするなど、児童生徒との信頼関係を築くよう努めている。

 ②一人一人のよさや課題を客観的かつ共感的に把握し、児童生徒がよりよい学校生活を送ることを心がけられるような指導をしている。

 ④児童生徒の実態を把握し、児童生徒同士のよりよい人間関係づくりを進めている。

 ⑤児童生徒に係る情報を保護者と共有し、保護者の思いを受け止めようとしている。

 ①学級の様々な事務処理について理解し、適切に処理している。

 ③集中して授業の準備等に取り組む等工夫をしながら、時間外勤務の時間を減らし、健康に留意して勤務している。

　時間外勤務の１日の平均時間（　　時間　　分）

 ④担当する校務分掌の種類、内容、役割等を理解し、責任をもって行っている。

生
徒
指
導

※１　上段は学年、下段は担任・副に当てはまるものに○を付ける。　　※２　担当教科は中学校及び小学校専科のみ記入する。

後
　　　時間　　分

 ①教材研究を大切にして授業に臨んでいる。 

評　　価　　項　　目

 ②授業の目標を明確にして授業に臨んでいる。

 ③指導の流れや要点が明確な分かりやすい板書に努めている。

 ③いじめや差別、生命の安全等に係ることについて、早期に発見し、学年職員等に相談して迅速かつ、毅然とした対応で指導している。

 ②教科指導や生徒指導などについて、校内の先生に相談をしながら進めている。

前
　　　時間　　分

前 後

学校名

　　　　　　立               学校

分掌

年　　

担　・　副

名　前

 ⑤社会人として服務を守るとともに、マナーを守って勤務している。

 ⑥他の職員と適切な人間関係を築き、組織の一員として協働的に関わっている。

㊞ ㊞

前期 後期

【評価は４段階で行う】　　　　４ ： そう思う　　　　３ ： どちらかというとそう思う　　　　２ ： どちらかというとそう思わない　　　　１ ： そう思わない

経
営
・
分
掌
・
社
会
人

自己評価票（目指す教師像）

学
習
指
導

地　区 担当教科

 
３－３ 自己評価票 
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３－４ 基礎形成研修（実施報告書）について 
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